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１．花巻市の国民健康保険

（１）被保険者の状況

〇花巻市の被保険者は、被用者保険及び
後期高齢者医療制度への移行などによ
り年々減少しています。

〇被保険者の推移（年度平均） （国保事業年報）

〇被保険者の年齢構成は、65歳以上が全
体の53％を占めており、高齢者の加入
割合が高くなっています。

〇花巻市国保被保険者 年齢構成 （令和７年度国保実態調査）

1



2

〇保険給付費（療養給付費・療養費・高額療養費）及び１人当たり給付費の状況

○国民健康保険税調定額（現年課税分）及び１人当たり平均所得

〇保険給付費は、高齢化や医療の高度化
により1人当たり給付費は増加してい
るものの、被保険者数の減少により総
額は減少傾向にあります。

〇１人当たり平均所得は、令和６年度ま
でほぼ横ばいで推移していましたが、
令和７年度は上昇しています。

〇国民健康保険税は、令和６年度までは
被保険者数の減少に伴い、調定額も減
少傾向にありましたが、令和７年度は
所得の上昇や税率改正により増加しま
した。



・Ｒ１年度以降は、毎年度歳入不足分を基金で補填
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（２）国保税率見直しの経緯

以下、R6.10.21開催の議員説明会での説明要旨（図は説明会資料から転載）

・花巻市の国民健康保険税は、Ｈ30年度に被保険者の負担軽減を図ることを目的に税率改正（引下げ）を行った。

この改正に伴い生じる歳入不足分は花巻市国民健康保険財政調整基金で補填することとした（図①）

・Ｈ30年度の税率改正以降、税率を据え置き、毎年度歳入不足分を基金で補填し続けたことで、基金残高は年々減少していった。

Ｒ６年度に財政見通しを検証した結果、現行の税率ではＲ７年度に基金が枯渇する見通しとなったため、税率の見直しが必要であると判断した（図②）

☞税率を維持した場合、Ｒ７年度に約0.6億円の赤字、Ｒ７年度からＲ11年度までの赤字累計額は約16.2億円になることが見込まれた。

7,000,000

7,500,000

8,000,000

8,500,000

9,000,000

歳

入

歳

出

歳

入

歳

出

歳

入

歳

出

歳

入

歳

出

歳

入

歳

出

歳

入

歳

出

H30 R1 R2 R3 R4 R5

図① 国保会計の歳入歳出決算の状況
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図② 基金取崩額と残高推移

取崩額 基金残高

・Ｈ30年度の基金残高は約18億円

・毎年度、取崩しを続けることで、基金残高は減少

・毎年度の取崩し額は増加傾向

単位：千円
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（３）国保税率の見直しの方向性（Ｒ６年度検討時の考え方）

Ｒ６年度の検討時において、国保税の税率見直しの方向性（考え方）を次の通りとした。

R11年度Ｒ10年度Ｒ９年度Ｒ8年度Ｒ７年度Ｒ６年度

96,900円
（+4,900円）

92,000円
（+4,900円）

87,100円
（+4,900円）

82,200円
（+4,900円）

77,300円
（+4,900円）

72,400円１人当たり税額

0円0.84億円1.56億円2.40億円4.84億円7.61億円年度末基金残高

☞Ｒ６年度に試算した財政見通しは、今後変動する可能性があることから、毎年度財政見通しを再検証し、税率を見直すこととした。

見直しの結果、Ｒ６年度に計画した上昇額（4,900円）から上振れしたとしても、追加の財政支援（一般会計からの繰入）は行わない。

①税率見直しの期間はＲ７年度からＲ11年度の５年間とする。

☞県がＲ11年度までの納付金見込額を試算していたことから、Ｒ11年度まで財政見通しを立てることができる。

被保険者にとって急激な負担とならないよう、段階的に税額を上昇させる必要がある。

財政見通しを立てることができるＲ７年度からＲ11年度までの５年間を税率見直しの期間とした。

②目標とする１人当たり税額は収支のとれる税額とする。

☞これまで歳入不足を補填してきた基金は枯渇する見通しであるため、基金に頼らない税収（収支のとれる税額）とする必要がある。

税率見直し期間の最終年度であるＲ11年度に収支のとれる税額に到達することを目標とした。

※Ｒ11年度の「収支の取れる税額」は96,900円（Ｒ６年度検討時）

③負担緩和を図るために、基金を活用し、毎年度の上昇額について平準化を図ることとする。

☞Ｒ６年度の１人当たり税額72,400円（Ｒ６検討時見込）からＲ11年度に収支のとれる税額（96,900円）に到達するまでに必要な上昇額は24,500円。

基金を活用し、毎年度の上昇額を平準化することで、上昇額に対する負担緩和を図ることとした（24,500円÷５年間＝4,900円/年）。

なお、Ｒ６年度末の基金残高（3.18億円の見込）では平準化を図れないため、不足分約4.43億円を一般会計から基金に積み増した。

④税率は毎年度見直すこととする。

Ｒ６年度検討時のＲ11年度までの１人当たり税額（見込）と年度末基金残高（見込）
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２．Ｒ８年度花巻市国民健康保険税について

（１）最新の財政見通し

・「Ｒ７年度の決算見込」、「Ｒ８.１に県から提示された納付金額」をもとにＲ８年度以降の財政見通しを再検証した。

・再検証の結果、Ｒ７年度の１人当たり税額から、Ｒ６年度検討時に計画した毎年度4,900円ずつ税額を上昇させても、Ｒ11年度には

歳入不足（赤字）が生じる見通しとなった。

財政見通しにズレが生じた主な要因

①被保険者の所得上昇により現年分税収が増（上振れ）

⇒R６検討時より＋6億115万円の見込（R7～R11分）

②試算時の納付金見込額（R6.1県提示）から増（上振れ）

⇒R6検討時より＋6億5,216万円の見込（R7～R11分）



６

要因① 【歳入】所得上昇による現年分税収の上振れ（＋6億115万円）

〇被保険者の所得上昇により、Ｒ７年度の１人当たり税額は計画（+4,900円）以上の上昇が見込まれる

・Ｒ６年度検討時は、所得額を据え置いた状態でＲ11年度までの税率を試算した。

☞H29～R６年度の課税所得額（H28年～R５年所得）は47.6万円から52.1万円の範囲

でほぼ横ばいの状態（平均49.1万円）であったため

・Ｒ７年度の課税所得額（Ｒ６年所得）が急激に上昇（例年の平均額より＋11.5万円）

したため、１人当たり税額も急激に上昇した。

☞ R7.11末時点でのR７年度の１人当たり税額は85,500円の見込み

Ｒ６年度の１人当たり税額74,250円（決算額）から＋11,250円（予定上昇額4,900

円より6,350円の上振れ）

被保険者１人当たりの所得割対象所得

47.6万円
から

52.1万円
（平均49.1万円）

489,922円H29（H28年所得）

476,015円H30（H29年所得）

494,064円H31（H30年所得）

506,628円R2（R1年所得）

484,268円R3（R2年所得）

479,458円R4（R3年所得

480,015円R5（R4年所得）

521,408円R6（R5年所得）

例年より11.5万円上昇606,570円R7（R6年所得）

【参考】国保税は次の３方式で算出した合計額が年間の税額となる（世帯単位）

①所得割額…世帯の各加入者の前年総所得金額から基礎控除額（43万円）を差し引いた額に税率を乗じて算出した額

☞税率により計算されるため、所得の変動に応じて賦課額の変動も大きい

②均等割額…国保加入者数に均等割額（固定額）を乗じて算出した額

③平等割額…国保加入世隊ごとに加算（固定額）

・米の概算金上昇や年金改定により、R８年度課税所得額（R７年所得）は前年度比+3.88%と見込み、税率と税収を試算し直した。

・R９年度以降は所得上昇を毎年度+1%と仮定し、試算し直した。

〇Ｒ８年度以降も１人当たり税額が4,900円ずつ上昇した場合、4億7,035万円の上振れが見込まれる

・Ｒ７年度分 試算時 11億5,940万円 ⇒ 決算見込 12億9,020万円（＋1億3,080万円）

・Ｒ８年度～Ｒ11年度分（※） 試算時 46億8,561万円 ⇒ 再試算（※） 51億5,596万円（+4億7,035万円）

〇Ｒ８年度以降の税率と税収について、所得上昇を見込んで試算し直した

合計6億115万円
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乖離(B)－(A)Ｒ７、Ｒ８は確定額、Ｒ９以降は見込額(B)Ｒ６税率見直時の見込額(A)

1人当たり
納付金額（円）

納付金額（円）
1人当たり

納付金額（円）
被保険者数（人）納付金額（円）

1人当たり
納付金額（円）

被保険者数（人）納付金額（円）

+6,849+71,266,097127,03515,3191,946,054,321120,18615,5991,874,788,224R7

+9,444+95,474,360130,38514,6811,914,181,117120,94115,0381,818,706,757R8

+11,278+126,036,053132,98214,2291,892,207,369121,70414,5121,766,171,316R9

+14,747+155,686,682137,22213,6471,872,668,083122,47514,0191,716,981,401R10

+19,896+203,693,066141,62713,0891,853,752,374121,73113,5551,650,059,308R11

※上記の納付金額には子ども・子育て支援金分は含まない 計 ＋652,156,258

・県は、保有する基金を活用し、毎年度の１人当たり納付金額の平準化（上昇抑制）を図ってきた。

・しかし、基金残高が減少したことから取り崩し抑制が必要と判断し、Ｒ７年度以降の納付金への活用方法

について見直しを行った（医療費の伸びによる増（自然増）には活用しない方針とした）。

【参考】県が保有する「国民健康保険財政安定化基金」とは…

・財 源…国の国民健康保険財政安定化基金補助金（H27～H30までの時限措置）

R1年度以降は前年度繰越金（決算剰余金）を積立

・使 途…①市町村の国保会計に赤字が生じた場合の貸付 ②1人当たり納付金額の上昇抑制

※１つの基金でそれぞれの会計管理を行っている

・基金残高…R6年度末約29億円（うち軽減活用額は約10.1億円）

1人当たり
納付金
圧縮額

基金
活用額

県内
１人当たり
納付金額

－－121,721円R1

△849円2.2億円120,514円R2

△853円0.9億円120,120円R3

－－120,254円R4

△5,059円11.9億円122,029円R5

△2,971円6.6億円125,764円R6

－－130,942円R7

－－134,770円R8

要因② 納付金額の上振れ（＋6億5,216万円）

〇県は納付金額の算定に当たり、保有する基金の活用方法を見直した

〇基金を活用しない納付金見込額で新たに財政見通しを試算し直した

・Ｒ６年度検討時の財政見通しは、基金を活用した納付金見込額で試算したものであるため、県が基金の活用方法を見直し納付金見込額に上振れが生

じたことに伴い、財政見通しにも変動が生じた。

☞県は、Ｒ７年度とＲ８年度は基金を活用しない納付金額を提示し、Ｒ９年度以降も基金を活用しない前提の納付金見込額を提示した（R８.１）。

・Ｒ７年度からＲ11年度の「基金を活用した納付金額」と「基金を活用しない納付金額」の差は合計は+6億5,216万円となった。
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ア 現在の状況 Ｒ８年度からＲ11年度までに必要な上昇額は21,700円

（２）Ｒ８年度税率改正案

・Ｒ６年度の税率検討時は、Ｒ７年度から１人当たり税額を毎年度4,900円ずつ上昇させＲ11年度に

収支のとれる税額96,900円に到達する計画であった。…①

・納付金見込額の上振れに伴い収支の取れる税額は107,200円に上昇し、必要な上昇額も24,500円か

ら34,800円に上振れした（計画時より+10,300円）。Ｒ７年度の１人当たり税額が計画通りに4,900

円上昇した場合、Ｒ８年度からＲ11年度までに必要な上昇額は29,900円（毎年度の上昇額は7,475

円）となる。…②

・Ｒ７年度の１人当たり税額は11,250円の上昇が見込まれることから、Ｒ８年度からＲ11年度までに

必要な上昇額は21,700円（毎年度の上昇額は5,425円）となる。…③

☞Ｒ６年度１人当たり税額72,400円（検討時見込）⇒74,250円（確定）…1,850円の上振れ

21,700＝34,800円（必要な上昇額）-11,250円（Ｒ７年度上昇額）-1,850円（Ｒ６年度上振れ分）

イ R８年度税率案（急激な税額上昇の負担緩和を図るため、従来分の税率を据え置く）

・子ども・子育て支援金の税率を新設することで、１人当たり3,400円の税額上昇が見込まれる。

・従来分（医療分、後期高齢者支援分、介護分）の税率を据え置いた場合、所得の上昇により、従来分で１人当たり1,500円の税額上昇が見込まれる。

・合計4,900円の税額上昇が見込まれ、必要な上昇額5,425円の近似値となる。…④

・従来分の税率は変わらないため、所得に変動がない被保険者の従来分の税額はＲ７年度と同額となり、急激な税額上昇の負担緩和を図ることができる。

ウ R９年度以降の税率改正について

・国は、増大する医療費を抑制するため、制度の見直しを進める考えを示している（高額療養費の限度額、OTC類似薬の追加負担、高齢者の窓口負担など）。

・今後の国の動向次第では、納付金額にも影響が生じ、現時点で見込むＲ９年度以降に必要な上昇額から変動（下振れ）する可能性も見込まれる。

結論

・R８年度は被保険者に対する負担緩和が必要であること、R９年度以降の上昇額は国が進める制度見直し踏まえて検討する必要があること。

・以上のことを踏まえ、Ｒ８年度の１人当たり税額の上昇額は見直さず、従来分はＲ７年度の税率を据え置き、制度が開始する子ども・子育て支援金の

税率を新設する税率改正とする。

24,500円

10,300円

円
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R11R10R９
（参考）
標準税率

前年度比
R8

(改正案)
R7

(現行税率)

6.50%6.50%6.50%5.81%

改定なし

6.50%6.50%所得割

医療分 30,000円22,000円16,500円17,109円16,500円16,500円均等割

16,500円16,500円16,300円10,983円16,300円16,300円平等割

2.50%2.50%2.50%4.23%2.50%2.50%所得割

後期高齢者
支援金分

12,800円12,800円12,800円12,410円9,500円9,500円均等割

8,000円8,000円8,000円7,967円7,000円7,000円平等割

2.50%2.50%2.50%3.59%2.00%2.00%所得割

介護分 12,800円12,800円12,800円12,265円7,900円7,900円均等割

8,000円8,000円8,000円6,053円7,800円7,800円平等割

0.60%0.60%0.40%0.82%

新設

0.40%－所得割
子ども
子育て
支援分

2,000円2,000円1,300円1,283円1,300円－均等割

1,800円1,800円1,200円819円1,200円－平等割

48.4：51.651.3：48.753.6：46.4

――

55.7：44.353.7：46.3応能：応益

102,400円96,800円92,400円87,000円85,500円従来分１
人
当
た
り
税
額

4,800円4,800円3,600円3,400円―子ども・子育て支援分

107,200円101,600円96,000円90,400円85,500円合計

+5,600円+5,600円+5,600円+4,900円+11,250円前年度比

Ｒ８年度税率改正案とR９年度からR11年度までの税率（見込）

※「子ども・子育て支援金」の税額は、国が試算した１人当たり支援金額を仮で加算している。
※Ｒ９年度以降の税率は見込み。毎年度、財政見通しを再検証の上、税率を決定する。
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Ｒ11年度までの財政見通し

単位：千円
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（３）今後の流れ

【（参考）「子ども・子育て支援金」に係る法整備と条例改正】

・国民健康保険税は、「地方税法（※１）」及び「地方税法施行令（※２）」に基づき、市町村条例で定める仕組みである。

・「花巻市国民健康保険税条例」において「子ども・子育て支援分」の規定を設けるためには、国の法整備後の改正とする必要がある。

※１地方税法…市町村が国保加入者に課す国保税について規定（Ｒ６．６改正済）

⇒課税対象（「基礎分（医療分）」「後期高齢者支援金分」「介護分」「子ども・子育て支援金」）、賦課方式（均等割、平等割、資産割、

所得割）、軽減など

※２地方税法施行令…地方税法において政令で定めるとしているものを規定（Ｒ８．３下旬の改正見込）

⇒賦課限度額、低所得者の軽減対象に係る算定基準など

■今後の予定

２月 議員説明会（18日）、国保運営協議会（19日）

３月 市議会定例会に議案上程（子育て支援を含む当初予算と条例改正）

3月末 専決による条例改正（地方税法施行令改正に伴う改正）
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（参考）モデルケース

※税額は現時点での見込額
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Ⅰ．国民健康保険制度とは

（ⅰ）医療保険制度と国民健康保険制度

○全ての国民が公的医療保険に加入し、全員が保険税（料）を支払うことで、お互いの負担を軽減し、病気やケガのリスク
を社会全体で支え合う仕組みを『国民皆保険』といいます。
〇国民健康保険制度は、他の医療保険に加入できない人が加入する保険であり、日本の国民皆保険の基盤となる仕組みです。
〇国民健康保険は他の保険と比較し、高齢者の割合が高く、平均所得が低い特徴があります。
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（ⅱ）国民健康保険制度の仕組み

保険診療における全体の流れ
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（ⅲ）自己負担と給付

病気やケガをしたとき、医療機関でマイナ保険証（保険証の利用登録をしたマイナンバーカード）または

資格確認書を提示することで、一部負担金を支払うことで次の診療を受けることができます。

【受けられる医療】
①診察、②医療処置、手術、③薬や治療材料の支給
④在宅療養・看護、⑤訪問看護（医師が認めた場合）

【病院で負担する割合（一部負担金）】

それぞれの年齢層における負担は、
以下のとおりです。

・義務教育就学前 ２割
・義務教育就学後～６９歳 ３割
・７０歳以上 ２割
・７０歳以上（現役並み所得者）３割

※75歳以上は後期高齢者医療制度対象
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【その他の給付】

内容給付

いったん全額自己負担した場合、申請することで自己負担分を除いた額が払い
戻されます。
①緊急などでやむを得ず、マイナ保険証（または資格確認書）を提示せずに
治療を受けたとき
②医師が認めたコルセットなど治療用装具を購入 など

療養費

同じ月内の医療費の負担が高額になり、自己負担限度額を超えた場合、申請し
て認められれば、限度額を超えた分を高額療養費として支給されます。
また、マイナ保険証をお持ちでない方の場合は、医療機関の窓口に「限度額適
用認定証」を提示することにより、自己負担限度額までのお支払いとなります。
事前に国保医療課の窓口で申請が必要になります。

高額療養費

同一世帯内で医療保険と介護保険の両方の自己負担が高額になった場合、その
合算額が一定の限度額を超えた部分を給付

高額介護合算療養費

病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり移
送された場合に給付されます。

移送費

国保の被保険者が出産したときに支給されます。出産育児一時金

被保険者が亡くなったときに、葬祭を行った方へ支給されます。葬祭費
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（ⅳ）国民健康保険税（料）

国民健康保険税は「国民健康保険税事業費納付金、財政安定化基金拠出金、その他国民健康保険
事業」に充てるため賦課する税で、「基礎（医療）分」、「後期高齢者支援金（後期支援分）」、
「介護納付金分（介護分）」の三つで構成されています。

医療費の財源となる保険税医療分
後期高齢者医療制度を支えるための財源となる保険税後期支援分
介護保険制度を支えるための財源となる保険税（40～64歳の被保険者のみ）介護分

また、医療分・支援分・介護分の各保険料は、「所得割」・「均等割」・「平等割」の各金額の合
計により計算します。

前年中の所得に応じて計算所得割
世帯における国保加入者の人数に応じた計算均等割
1世帯当たりの金額平等割

【国民健康保険税の構成要素】

国民健康保険税 ＝

医療分

所得割

均等割

平等割

後期支援分

所得割

均等割

平等割

介護分

所得割

均等割

平等割

＋ ＋
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低所得者軽減
世帯主（国保資格のない世帯主を含む）と被保険者の前年中の所得額の合計額（世帯の総所得金額
等）が下表の基準額以下の場合、均等割と平等割が軽減されます。
※65歳以上の方の公的年金所得については、15万円を控除した額で軽減判定されます。

軽減判定の基準となる世帯の総所得金額（R7年度基準）軽減割合

43万円 ＋(給与所得者等の人数-1)×10万円以下７割

43万円 ＋(給与所得者等の人数-1)×10万円＋(30.5万円×被保険者数)以下５割

43万円 ＋(給与所得者等の人数-1)×10万円＋(56万円×被保険者数)以下２割

未就学児軽減
6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者（未就学児）に係る均等割額は５割軽減
されます。

また、国民健康保険税は地方税法の規定により、政令で定める基準に従い、条例で定めるところに
より以下の減額が行われます。

産前産後軽減
出産（予定）する方の産前産後期間（単胎4ヶ月、多胎6ヶ月）の所得割と均等割が軽減されます。

特例対象被保険者等に係る課税の特例（非自発的失業者軽減）
倒産や解雇、または正当な理由のある自己都合退職により、国民健康保険に加入した方は前年中

の給与所得を３０％とみなして税額を算定します。



Ⅱ．国民健康保険に係る制度改正

（ⅰ）国民健康保険の都道府県化

国民健康保険は市町村単位で運営を担っていましたが、

という構造的
な課題を抱えていました。

【平成30年度以降】
〇

〇資格管理
〇保険給付費の決定・給付
〇保険税率の決定
〇賦課・徴収
〇保健事業

市町村の役割

〇財政運営の責任主体
〇納付金額の決定
〇保険給付費の費用を市町村へ
交付

〇運営方針の策定し、市町村事
務の効率化・広域化を推進

岩手県の役割

●市町村は県へ納付金を納める

 ●運営方針の策定

Ａ市 岩手県

●保険給付の費用を

市町村へ交付

Ｂ町

Ｃ村

平成30年４月から平成30年３月まで

市町村単位で運営

Ａ市

Ｂ町

Ｃ村

平成30年度以降、被保険者の減少や高齢化、被用者保険の適用拡大による低所得化などの加入者構成の変化や課題の拡大

国は、都道府県内の保険料（税）水準の統一に向け取組を強力に支援するため、 策定 19
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保険料水準統一のステップ1「納付金ベースの統一」

応能分
（所得割）

応益分
（均等割）
（平等割）

所得シェア

均等割シェア
平等割シェア

×

×

×

医療費水準

×

医療費指数
反映係数（α）

＝ 市町村ごとの
納付金

【納付金算定のイメージ】

保険給付費
（医療費等）

国負担金
県繰入金等

岩手県全体
支出 収入

前期高齢者
交付金

公費

県全体で
必要な
納付金総額

保険料水準統一のステップ２「完全統一」
同じ所得水準・世帯構成であれば、県内どの市町村でも同じ保険税水準となること（＝保険税率の統一）。

医療費水準
| |

0 1

医療費指数反映係数（α）
| |

0 1
反映
させない

そのまま
反映

納付金算定に当たり、市町村の医療費水準の差異を反映しない

納付金
少ない

納付金
多い

平均

令和12年度から令和17年度の間に
統一を目標とし検討中

令和11年度統一予定

岩手県

岩手県



（ⅱ）子ども・子育て支援金

少子化対策と子育て世帯への支援を強化するため、社会保険制度を通じて支援納付金を拠出する、子ど

も・子育て支援金制度が創設されました。（令和８年４月１日施行）
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【支援納付金の使途及び実施スケジュール】



22

支援金の負担は、子どもの有無に関係なく、健康保険（会社員）、国民健康保険、後期高齢者医療制

度などすべての医療保険加入者が対象となります。医療保険者は、医療保険料等とあわせて、被保険者
及び事業主から子ども・子育て支援金を徴収し、徴収した支援金を支援納付金として国に納付します。

国民健康保険税 ＝

医療分

所得割

均等割

平等割

後期支援分

所得割

均等割

平等割

介護分

所得割

均等割

平等割

＋ ＋

子ども・子育て支援分

所得割

均等割※

平等割

＋

NEW【国民健康保険における支援金の計算のしくみ】

※子どもがいる世帯の拠出額が増えないよう18歳未満被保険者は、子ども・子育て支援分の均等割は
10割軽減

※18歳未満均等割軽減額総額は、18歳以上被保険者が負担

市町村国保の
支援金（保険料）

＝ 所得割 平等割 均等割＋ ＋
18歳以上
均等割額

【支援金の負担者及び徴収方法】

（18歳未満被保険者）

市町村国保の
支援金（保険料）

＝ 所得割 平等割 均等割＋ ＋

（18歳以上被保険者）

＋

18歳未満均等割
軽減額の総額

18歳以上
被保険者数

18歳以上
均等割額

＝÷


